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くまもと市政だよりへの広告（後半ページ下欄）を募集中。販売代理店の（株）ジチタイアド（☎092-716-1401）へ。※広告内容などは本市が推奨するものではありません。

市外局番 096 を省略しています◦「〒860-8601」は市役所専用番号です。住所の記載なしで郵便物が届きます。

 福祉分野の無料職業紹介（福祉のお仕事出張相談会）  

  期   場  ①8月16日（火）：ゆめタウン光
の森2階THE SHOP TK前（菊池郡菊
陽町）②17日（水）：市庁舎1階エレ
ベーター前③18日（木）：イオンモー
ル熊本1階インフォメーション裏（上
益城郡嘉島町）④26日（金）：ゆめタウ
ンはません2階アカチャンホンポ前
（南区）  時  午前10時半～午後1時 
  内  保育士、介護職、支援員の仕事につ
いての相談  申  熊本県福祉人材・研修
センター（☎322-8077）へ（要予約）
  （保育幼稚園課　☎328-2568）

 講演会・相談会 
 マンション管理相談会開催！　　無料　 
  日  8月10日（水）午後1時半～4時半 
  場  市庁舎9階会議室  師  （一社）熊本
県マンション管理士会  持  管理規約 
  申  原則開催日の前日午後4時までに
電話で（一社）熊本県マンション管理
士会事務局（☎343-0095）へ ※申込
受付時間は午前9時～午後5時（土日
祝を除く）。
（住宅政策課マンション管理支援班
  　☎328-2989）

 新築やリフォーム等の住まいづくりに関する相談会  　無料　 

  日  8月27日（土）午後1時～4時  場  熊本
県建築士会館7階会議室（中央区神水1
丁目3-7）  師  熊本県建築士会女性部会 
  申  電話で熊本県建築士会事務局（☎
383-3200 平日午前9時～午後4時）へ
  （住宅政策課　☎328-2438）

 子育て・教育 

 
学齢期の児童生徒がいる就学困
難世帯に対し、物価高騰対策教育
費臨時特別給付金を支給します

 

  内  新型コロナウイルス感染症による
影響が長期化する中で、物価高騰に直
面する学齢期の児童生徒がいる就学
困難世帯に対し、家計における教育費
の支援を行うため、物価高騰対策教育
費臨時特別給付金を支給します  対  令
和4年4月1日～令和5年2月28日ま
でに本市就学援助の認定を受けてい
る者
【給付額】小 学 生 5,500 円、中 学 生
6,500円（一人当たり年額）  申  令和4
年度就学援助認定世帯は不要。就学援
助の要件に該当し、給付金の支給を希
望される方は、就学援助の申請が必要
です【支給時期】就学援助認定世帯で
前期学用品費支給済みの世帯は令和
4年7月末に支給予定。その後の追加
認定世帯については、追加認定世帯へ
の学用品費の振込と同時期に支給予
定【申請期限】令和5年2月28日まで 

  問  教育委員会指導課または児童生徒
の通う小・中学校へ
 （教育委員会指導課　☎328-2716）

 
お忘れなく！児童扶養手当・ひ
とり親家庭等医療費助成の現
況届の提出について!!

 

児童扶養手当・ひとり親家庭等医療
費助成を受給中の方（支給停止の方も
含む）は、8月1日～31日までに現況届
の提出が必要です（必要な書類は、7月
31日ごろに受給中の方
へ発送）。新型コロナウ
イルス感染症の拡大防
止に伴い3密を避けるた
め、事前Web予約によ
る窓口受付のみとなります。
また、児童扶養手当支給開始から5

年以上経過している方、または経過見
込みの方等で手当の一部支給停止対
象の方には、手当が一部支給停止にな
らないための必要な書類も同封しま
すので必ずご提出ください。
なお、現況届の提出がない場合、手

当や助成を受けることができなくな
ります。
詳しくは、区役所保健子ども課へ。

  （子ども支援課　☎328-2158）

 「熊本市子育てほっとサポーター」募集 
子育て支援センター・児童館・地域

の子育てサークルなどで、子育てサ
ポーター（子育て支援ボランティア）
として活動してみませんか。
※子育てサポーターの登録には下記
の養成セミナー3回全ての受講が
必要です。
回 日時 演題と講師

1
9月
7日（水）
午後2時
  ～4時半

「私のできる子育て支
援」 柴 田 恒 美 さ ん
（NPO法人子育て談話
室理事長）

2
9月
14日（水）
午後2時
  ～4時半

「共ににつくる、楽しさ、
よろこび」 水野 直樹
さん（PaPa ラポ 代表）

3
9月
21日（水）
午後2時
  ～4時半

「親子の育ちをサポー
トするコミュニケー
ション」 三浦 佑子さ
ん（心理カウンセラー） 

  場  県民交流館パレア10階会議室
8  内  親子の見守り、話し相手、親子遊
びなど  対  子育て支援に関心のある方
や子育て経験者  定  20人（先着順） 
  申  8月5日～31日までに電話または
ファクス（372-2131）で総合子育て
支援センター（☎364-0123）へ ※申
込書は子育て支援センター、コミュニ
ティセンター、まちづくりセンターな
どで配布。
（総合子育て支援センター　☎364-0123）

 教育委員会会議の傍聴者募集  
  日  8月25日（木）午後2時～  場  SPring
熊本花畑町7階  定  10人  申  当日午後
1時半～1時45分に直接会場へ
※審議内容は市ホームページに掲載。
※YouTubeにてライブ配信を行います。
  （教育政策課　☎328-2704）

 子ども食堂を応援しませんか！ 
子どもの孤食防止や多世代交流に

よる地域とのつながりの場などとし
て利用される子ども食堂。ボランティ
アにより市内54か所で開催されてい
ます。
本市では、寄附金や食材の寄付等を

募り、市民の皆さんと一緒に、子ども
食堂を支援しています。子ども食堂を
応援してみませんか！

  （子ども政策課　☎328-2156）

 ふくし・けんこう 
 ストレスチェックアプリ「こころの体温計」  

こころがちょっと疲れていると感
じたら、「こころの体温計」でこころの
体温を測ってみましょう。
「こころの体温計」は、自分自身のス
トレスチェックができるシステムです。
下記QRコード・URLからアクセス

できます。お気軽にご利
用ください。
https://fishbowlindex.jp/
kumamoto/demo/index.pl
  （精神保健福祉室　☎361-2293）

 糖尿病教室を再開します　　無料　 
  日  9月13日（火）午後1時～2時半（1
月、8月を除く毎月第2火曜日予定） 
  場  熊本市民病院3階メインホール
「もくせい」  内  糖尿病の合併症－総論 
  師  櫨
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（代謝内科部長）ほか 
  申  当日直接会場へ ※要マスク着用 
  問  市民病院栄養管理室へ
（市民病院栄養管理室　☎365-1711）

 65歳以上の方の令和4年度介護保険料が決定しました  

65歳以上の方へ、7月末に令和4年
度の介護保険料納付通知書または決
定通知書を送付します。

介護保険料年額は、本人の所得およ
び世帯の所得状況等に応じて13段階
に分かれており、令和4年度の介護保
険料基準額（第5段階）は年額76，800
円（月額6,400円）です。
65歳以上の方の介護保険料の支払

い方法には、以下の2種類があります。
●普通徴収の方（納付書で納める）
決定した保険料の年額から、仮算定
期間の保険料（4月～7月期）を差し
引いた金額を、残りの納期（8月～3
月期）の各月に納めていただきます。
※便利な口座振替をぜひご利用く
ださい。

●特別徴収の方（年金天引き）
決定した保険料の年額から、仮算定
期間の保険料（4月・6月・8月期）を
差し引いた金額が、残りの納期（10
月・12月・2月）の各月に年金から天
引きされます。

※今回送付する通知書は、インフルエ
ンザや肺炎球菌予防接種の自己負
担額免除などの手続きに使用でき
る場合がありますので、大切に保管
してください。

※新型コロナウイルス感染症の影響
により、世帯の生計維持者の方の収
入が一定程度減少した方は、申請に
より減額になる場合があります。

  問  区役所福祉課または介護保険課へ
  （介護保険課　☎328-2347）

 8月集団健診  
特定健診または後期高齢者健診と、

胃がん検診が同時に受診できます。
期日 場所 申込

8月17日（水）
  ～19日（金）

JA熊本市
北部支店

JA 熊 本
厚生連
☎328-
12608月25日（木） JA熊本市

西熊本支店
受診券がない方はひごまるコール

健診専用（☎334-1507）へ。
  （国保年金課　☎328-2280）

 令和4年度「親族後見人研修会」 　無料　 
  日  9月8日（木）午後1時半～3時半 
  場  健康センター新町分室2階多目的
ホール（Webでの参加も可能）  内  後
見人の実務について など  対  ①親族

予約はこちらから 応援の方法や、市内の
子ども食堂情報など
詳しくはこちら➡

 熊本市8020表彰「事前審査」のお知らせ 
80歳で20本以上自分の歯がある方を表彰します！

【対象】 ①昭和17年9月30日以前に生まれた方
②自分の歯が20本以上ある、今までに表彰を受けていない市民の方

表彰を受けるためには、かかりつけ歯科医または区役所のどちらかで 
事前審査（要予約）が必要です。

【かかりつけ歯科医で受ける場合】
かかりつけ歯科医へ予約のうえ、受診してください。
※ただし、市歯科医師会会員の歯科医院に限ります。

【区役所保健子ども課で受ける場合】
8月5日（金）午前8時半～お住まいの区役所保健子ど
も課へ電話予約してください。

※区役所で受けられる期間は、8月22日（月）～26日
（金）の午前9時～正午、午後1時～3時です。
  （健康づくり推進課　☎361-2145）
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